
安 全 工 学

137

1.　は じ め に

ネオニコチノイド系農薬は，ニコチンと化学構造が
類似している殺虫剤であり，有機リン系やピレスロイ
ド系農薬に替わって，1990年代から世界中で使用さ
れるようになった農薬である．我が国でも稲作を始め
とした農作物に使用されているだけでなく，家庭用の
殺虫剤や住宅建材，松枯れ対策のために全国の森林に
も散布されるなどさまざまな用途に広く使用されてお
り，近年国内での生産量，輸入量および出荷量は倍増
してきている 1），2）．
ネオニコチノイド系農薬の特徴は，神経毒性，浸透

移行性，残効性の 3つを備え持っている 2），3）．神経毒
性ではアセチルコリン受容体に作用し，アセチルコリ
ンの働きをかく乱して異常興奮を起こす作用である．
この神経毒性は，昆虫に対して大きな影響を与えるこ
とが明らかとなっている 2）．この農薬の持つ浸透移行
性により，散布後根から植物の体内に吸収されるため
に，昆虫から食害を防ぐことが可能となる．また，残
効性を持つことで一度の散布で長期間効果が持続する
ために，散布量を減らすことにも繋がり，減農薬に貢
献している．一方，農作物への残留性が高いために，
ヒトおよび生態系への安全性や影響という点で疑問が
高まっている 4），5）．
ネオニコチノイド系農薬が問題視されるようになっ

たのは，2006年に米国で蜂群崩壊症候群（CCD）が
起きたことによるものである 6）．CCDと呼ばれる現
象は成蜂のミツバチが急にいなくなり，巣に残ってい

る女王バチや卵，幼虫などが取り残される現象のこと
である．この現象はその後世界各地で起こっており，ネ
オニコチノイド系農薬が原因の一つと言われている 6）．
そこで，本稿においてはネオニコチノイド系農薬の
使用に伴う環境汚染および食品汚染の実態とその問題
点および課題を整理し，今後のネオニコチノイド系農
薬による環境および食品汚染評価と対策に役立てるこ
ととした．

2.　 ネオニコチノイド系農薬の種類，生産量および
性状

2.1　種類および生産量
ネオニコチノイド系農薬は，1990年代に開発され
た比較的新しい農薬で，穀物，果樹，野菜などの農作
物に使用されているだけでなく，種子消毒，害虫駆
除，建材の防虫剤に使用されている．さらに，合剤と
して，肥料や他の殺虫剤，殺ダニ剤，殺菌剤に混ぜて
市販されている．ネオニコチノイド系農薬は，ジノテ
フラン，クロチアニジン，イミダクロプリド，チアメ
トキサム，アセタミプリド，チアクロプリド，ニテン
ピラムの 7種類が我が国で登録，使用されている．ネ
オニコチノイド系農薬の我が国における生産量，輸出
量，輸入量，国内流通量を見ると，2014年には生産
量は 600トン，輸出量も 200から 500トンと増加傾向
にあり，生産量，輸出量，国内流通量いずれも，2000

年代前半の農薬登録後，急速に普及し，その量はこの
10年間で 3倍ほどに増加してきている 1）．

2.2　性 状
ネオニコチノイド系農薬は，たばこの成分であるニ
コチンと類似た構造を持つニコチン様物質から成って
いる．この農薬の性状として，①水溶性かつ浸透性が
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高い，②残効性が高い，③無味，無臭などが挙げられ
る．ネオニコチノイド系農薬は，水溶性で植物の内部
に浸透していくことから浸透性農薬とも呼ばれてい
る．
ネオニコチノイド系農薬 7物質の物性値を表 1に

示す 7）～ 14）．表 1より，ネオニコチノイド系農薬は，
オクタノール／水分配係数が低く，水溶解度が高いこ
とがうかがえる．このことから，ネオニコチノイド系
農薬は生物濃縮がそれほど高くないと考えられる．一
方，ネオニコチノイド系農薬は水溶性，浸透性，残効
性を持つために，種子，根，葉，実の表面から吸収さ
れ，植物の組織内に浸透移行して長期間効果を発揮す
る．したがって，食物への残留性が高いと考えられ
る．このことから，果実などを水で洗浄してもネオニ
コチノイド系農薬を取り除くことは困難である．表 1

より，蒸気圧が低いためにほとんど気化しないので，
ネオニコチノイド系農薬による大気汚染は少ないもの
と考えられる．

3.　ネオニコチノイド系農薬による環境汚染

3.1　大 気 汚 染
ネオニコチノイド系農薬 7種類は，性状の項で述べ

たとおり，蒸気圧が低く，比較的揮発しにくい農薬で
あるために，ネオニコチノイド系農薬による大気汚染
は見られないものと考えられている．そのため，大気
汚染調査事例はほとんどないのが現状である．但し，
閉鎖された室内空間などの限られた一定の環境条件下
では，検出される例が見られている．
斎藤ら 15）は，2012年 2月から 2014年 9月までの

間シロアリ駆除剤由来のネオニコチノイド系農薬の散
布後に，7軒の住宅において室内環境調査を行った．
そのうち，住宅 7軒中 4軒はイミダクロプリド，3軒
はクロチアニジンを使用していた．室内空気からシロ
アリ駆除剤に含まれているネオニコチノイド系農薬が
検出され，室内空気 16検体中ネオニコチノイド系農

薬の検出率は 56％で，最高濃度はイミダクロプリド
17.6 pg/m3，クロチアニジン 1 090 pg/m3であった．
この調査例のように，ネオニコチノイド系農薬は蒸

気圧の低い薬剤であるが，住宅のシロアリ駆除に使用
された場合，床下から拡散し，室内を汚染することが
明らかとなった．
そこで，斎藤ら 16）はネオニコチノイド系農薬の拡

散に水分，温湿度及び粒子状物質が及ぼす影響を調査
する目的で，モデル実験を行った．その結果より，ネ
オニコチノイド系農薬の大気中への拡散は，薬剤散布
場所の水分の影響を受け，水分の蒸発とともに薬剤の
大気中への拡散が促進され，さらに高温乾燥及び粒子
状物質の存在によっても促進されることが明らかと
なった 16）．
したがって，実際に屋外で薬剤が散布された場合

は，降雨後の雨あがりでは薬剤の大気中への拡散が促
進され，一時的に気中濃度が上昇する可能性が考えら
れる．また，ネオニコチノイド系農薬を含むシロアリ
駆除剤の床下散布においては，水で希釈して土壌散布
及び木部への塗布が行われることから，シロアリ駆除
後しばらくの間は，水分の蒸発に伴って，床下のネオ
ニコチノイ系農薬濃度が高まり，室内汚染が発生しや
すい可能性が考えられる．ネオニコチノイド系農薬は
蒸気圧が低い薬剤であることから，一般的には揮発し
ないとされているが，大気中への拡散が促進される条
件があることから，これらの知見を活用することによ
り，薬剤のヒトへの曝露低減を図ることが可能と考え
る．

3.2　水 質 汚 染
ネオニコチノイド系農薬は，他の農薬と比べて水溶

解度が高く，水溶性の農薬であるために，農耕地より
河川へ流出した場合は，河川環境での検出割合が高い
ものと推定される．
ここで，我が国の河川環境調査例を示す．
神奈川県鶴見川流域におけるネオニコチノイド系農

表 1　ネオニコチノイド系農薬 7物質の物性値 7）～ 14）

一般名 略号 外観 融点
（℃）

密度
（g/cm3）

蒸気圧
（Pa）

水溶解度
（g/L）

オクタノール／水分配係数
（log Pow）

イミダクロプリド IMI 類白色粉末 143.8 1.41 2 × 10-7  0.51 0.57
アセタミプリド ACE 白色結晶固体  98.9 1.3 ＜ 1.0 × 10-6  4.25 0.80
ニテンピラム NIT 微黄色粉末  82.0 1.40 1.1 × 10-9 ＞ 590 －0.66
チアクロプリド THI 黄色結晶性粉末 136 1.5 8 × 10-10  0.185 1.26
チアメトキサム TMX 白色結晶性粉末 139.1 1.6 6.6 × 10-9  4.1 －0.13
クロチアニジン CLO 無色粉末 176.8 1.6 1.3 × 10-10  0.327 0.7
ジノテフラン DIN 白色結晶 107.5 1.40 ＜ 1.7 × 10-6 40 －0.549

注：密度は IMI，THI，CLO，DINは 20℃，ACE，TMXは 22℃，NITは 26℃の条件下のデータである．
　　蒸気圧は，IMI，NIT は 20℃，ACE，THI，TMX，CLOは 25℃，DINは 30℃の条件下のデータである．
　　水溶解度は，IMI，NIT，THI，CLO，DINは 20℃，ACE，TMXは 25℃の蒸留水の条件下のデータである．
オクタノール／水分配係数は，THI は 20℃，IMI は 21℃，NIT，ACE，TMX，CLO，DINは 25℃の条件下のデータである．
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薬の水質結果を表 2に示す 17）．この調査はアセタミ
プリド，イミダクロプリド，チアクロプリドの 3物質
について，2009年 5月から 12月までの期間，7地点
（寺家，田奈，千代橋，都橋，大綱橋，末吉橋，亀の
子橋）で調査を実施したものである．3物質の中で最
高濃度はイミダクロプリドの 0.42 µg/Lであり，次に
チアクロプリドの 0.18 µg/L，アセタミプリドの 0.05 

µg/Lであった．

神奈川県相模川におけるネオニコチノイド系農薬の
水質結果を表 3に示す 18）．この調査はネオニコチノ
イド系農薬 7種類を対象とし，2014年 4月から 12月
に相模川の中～下流域を中心として 10地点で行った．
最高濃度はイミダクロプリドの 0.104 µg/Lであり，
次はクロチアニジンの 0.085 µg/Lであった．

神奈川県内河川におけるネオニコチノイド系農薬の
水質結果を表 4に示す 19）．この調査はイミダクロプ
リド，クロチアニジン，ジノテフランの 3物質を対象
とし，2014年 6月から 9月の期間，神奈川県内 11河
川（相模川，酒匂川，狩川，早川，鈴川，渋田川，金
目川，小出川，山王川，引地川，境川）で行った．最
高濃度は鈴川で検出されたイミダクロプリドの 0.018 

µg/Lであり，続いて相模川で検出されたクロチアニ
ジンの 0.009 µg/Lであった．

表 2　鶴見川流域におけるネオニコチノイド系農薬の水質結果 17）

農薬 検出数 検出率（％）最高濃度（µg/L）
アセタミプリド 18/74 24.3 0.05
イミダクロプリド 56/74 75.7 0.42
チアクロプリド  2/74  2.7 0.18

表 3　相模川におけるネオニコチノイド系農薬の水質結果 18）

農薬 試料数 検出数 検出地点数
（10 地点中）

最高濃度
（µg/L）

アセタミプリド 180 4  4 0.023
イミダクロプリド 180 130 10 0.104
クロチアニジン 180 95 10 0.085
ジノテフラン 180 46  9 0.048
チアクロプリド 180 2  2 0.002
チアメトキサム 180 36  7 0.042
ニテンピラム 180 1  1 0.017

名古屋市内河川におけるネオニコチノイド系農薬の
水質結果を表 5に示す 20）．この調査はアセタミプリ
ド，クロチアニジン，ジノテフラン，イミダクロプリ
ド，チアメトキサム，チアクロプリドの 6物質を対象
として，2015年 7月に名古屋市内の公共用水域常時
監視地点 15地点（河川 10地点及び海域 5地点）で実
施したものである．6物質中での最高濃度はチアメト
キサムの 140 ng/Lであり，次はイミダクロプリドの
33 ng/L，クロチアニジンの 22 ng/Lであった．
以上のデータより，ネオニコチノイド系農薬の中で
は，イミダクロプリドの検出濃度が高く，また検出率
も最も高かった．

3.3　土 壌 汚 染
ネオニコチノイド系農薬を散布した後の挙動は，土
壌への吸着・残留が考えられる．ネオニコチノイド系
農薬の土壌吸着および残留に関する研究例を示す．松
くい虫による松枯れを防ぐ目的で，秋田県の日本海沿
岸の松林にチアクロプリドとアセタミプリドを散布後
の土壌中での推移を見ると，チアクロプリドの濃度は
2009年に散布後徐々に増加し，13日後に最大濃度 

1 000 ng/gを示した．その後は徐々に減衰していった
という 21）．一方，アセタミプリドの濃度は 2011年散布
直後に最大濃度 720 ng/gを示し，その後の減衰はチ
アクロプリドとほぼ同様な速度で減少したという 21）．
吉村ら 22）は，黄色土におけるネオニコチノイド系
農薬の挙動についての研究で，黄色土中での推定半減
期は，クロチアニジンが 97日，イミダクロプリドが
85日，ジノテフランが 72日であったという．時枝ら 23）

の報告によると，アセタミプリドの土壌での半減期に
関して，圃場および容器内実験では共に 1～ 2日と極
めて短く，更に分解代謝物質を含めた半減期は 15～
30日程度であったという．このようにネオニコチノ
イド系農薬および土壌の性状や物性値がおのおの異な
るものの，ネオニコチノイド系農薬は，微生物分解や
作物等への移行により土壌中から徐々に消失していく
ものと考えられる．

表 5　名古屋市内河川におけるネオニコチノイド系農薬の水質結果 20）

農薬 検出数 検出率（％） 濃度（ng/L）
アセタミプリド 15/15 100 0.5 ～ 1.9
クロチアニジン 14/15  93 ND～ 22
ジノテフラン 15/15 100 0.5 ～ 15
イミダクロプリド 15/15 100 0.5 ～ 33
チアメトキサム 15/15 100 3.6 ～ 140
チアクロプリド 14/15  93 ND～ 0.2

表 4　神奈川県内河川におけるネオニコチノイド系農薬の水質結果 19）

農薬 検出数 検出率
（％）

最高濃度
（µg/L）（検出された河川）

イミダクロプリド 10/44 23 0.018 （鈴川）
クロチアニジン  1/44  2 0.009 （相模川）
ジノテフラン  1/44  2 0.008 （小出川）
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4.　食 品 汚 染

ネオニコチノイド系農薬は，浸透移行性および残効
性が高い農薬であるため，散布後環境（土壌，河川，
大気）を経由して食品へ残留していくものと考えられ
る．そこで，食品への残留調査例を示す．
葉物野菜中に含まれるネオニコチノイド系農薬の含

有濃度結果を表 6に示す 24）．調査地域は，東北地方，
関東地方，中部地方であり，ネオニコチノイド系農薬
7種類について 2016年に調査したものである．この
結果より，最も高く検出されたネオニコチノイド系農
薬は，ほうれん草から検出されたイミダクロプリドの
0.22 ppmであり，次に小松菜から検出されたチアメ
トキサムの 0.19 ppm，小松菜から検出されたジノテ
フランの 0.12 ppmであった．
茶葉中に含まれるネオニコチノイド系農薬の含有濃

度結果を表 7に示す 25）．調査地域は静岡県，三重県，
京都府，鹿児島県であり，ネオニコチノイド系農薬 7

物質について調査を行った．この結果より，最も高く
検出されたネオニコチノイド系農薬は京都府産の緑茶
から検出されたチアクロプリドの 1.29 ppmであり，
次に鹿児島県産の緑茶から検出されたチアクロプリド
の 1.01 ppmであった．このことから緑茶生産におい
ては，ネオニコチノイド系農薬のチアクロプリドを多
く使用する傾向があると考えられる．

米中に含まれるネオニコチノイド系農薬の含有濃度
結果を表 8に示す 25）．この調査は 2013年 10月まで
に収穫された米を使用し，ネオニコチノイド系農薬 7

物質について検査したものである．最高濃度は，秋田
県産あきたこまち（玄米）から検出されたジノテフラ
ンの 0.15 ppmであった．また検出されたネオニコチ
ノイド系農薬はジノテフランのみで，他の農薬は検出
限界値以下であった．この調査結果から，水田地帯で
はジノテフランが散布されることが多いのではないか
と考えられる．
果物中に含まれるネオニコチノイド系農薬の含有濃

度結果を表 9に示す 26）．最高濃度はいちごから検出
されたチアクロプリドの 1 ppmであり，次にいちご
から検出されたアセタミプリドの 0.6 ppmであった．
以上の調査結果では，食品中に含有されたネオニコ

チノイド系農薬は，いずれも我が国の残留基準値以下
であった．

5.　ネオニコチノイド系農薬の規制

欧米におけるネオニコチノイド系農薬の規制は早く
から進んでおり，フランスでは 2006年イミダクロプ
リドによるヒマワリとトウモロコシの種子処理が中止
され，2012年にはチアメトキサムの販売が中止され
た 27）．これを受けてドイツ，イタリアなどでも種子
処理が禁止された 27）．2013年 EU委員会は，クロチ

表 6　葉物野菜中に含まれるネオニコチノイド系農薬の含有濃度結果 24）

種類 産地 アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム

小松菜

茨城県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

群馬県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01～0.02 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01～0.19 ppm＜0.01～0.02 ppm ＜0.01 ppm

石川県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01～0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01～0.10 ppm 0.10～0.12 ppm ＜0.01 ppm

ほうれん草

青森県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

栃木県 ＜0.01 ppm 0.13 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

群馬県 ＜0.01 ppm 0.04 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

石川県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

長野県 ＜0.01 ppm 0.22 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm 0.02 ppm ＜0.01 ppm

岐阜県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01pp ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

茨城県 ＜0.01 ppm 0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

白菜

岩手県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

群馬県 ＜0.01 ppm 0.02 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm 0.04 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

長野県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01～0.02 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01～0.06 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

レタス
長野県 ＜0.01 ppm ＜0.01～0.02 ppm＜0.01～0.05 ppm＜0.01～0.08 ppm＜0.01～0.08 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

群馬県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

表 7　茶葉中に含まれるネオニコチノイド系農薬の含有濃度結果 25）

品種 産地 アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム

緑茶 静岡県 ＜0.01～0.03 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01～0.01 ppm＜0.01～0.04 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

緑茶 三重県 ＜0.01～0.48 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

緑茶 鹿児島県 ＜0.01 ppm ＜0.01～0.02 ppm＜0.01～0.01 ppm＜0.01～1.01 ppm＜0.01～0.04 ppm＜0.01～0.11 ppm ＜0.01 ppm

緑茶 京都府 0.01～0.16 ppm ＜0.01～0.06 ppm 0.02～0.08 ppm ＜0.01～1.29 ppm＜0.01～0.03 ppm 0.01～0.23 ppm ＜0.01 ppm
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アニジン，チアメトキサム，イミダクロプリドの 3物
質の使用中止を加盟各国に勧告した 27）．その後，
2014年 3月には韓国で，EUで禁止されたネオニコチ
ノイド系農薬を，EUでのリスク評価が終了するまで
EUと同様の規制を開始した 27）．2014年 9月にはア
メリカのシアトル市は，市が保有または管理する土地
で，ネオニコチノイド系農薬の使用を禁止するという
条例を制定した 27）．

2015年 4月にはアメリカ環境保護庁は，クロチア
ニジン，イミダクロプリド，チアメトキサム，ジノテ
フランの 4種類のネオニコチノイド系農薬の新規の登
録や既存の変更を不可とすると発表した 27）．2015年
7月にはカナダ・オンタリオ州がネオニコチノイド系
農薬の使用規制を開始し，クロチアニジン，イミダク
ロプリド，ジノテフランの 3種類のネオニコチノイド
系農薬で処理したトウモロコシとダイズの種子の植え
付け面積を 2017年までに 80％減らすために植え付け
を制限した 27）．このように，諸外国においては，ネ
オニコチノイド系農薬の使用を一時的に禁止する法的
措置を講じているが，我が国においては，欧米諸外国
と比べて残留基準値を緩和するなど逆方向の措置を
とっている．

6.　ネオニコチノイド系農薬の毒性と影響

6.1　毒 性
ネオニコチノイド系農薬は，昆虫の神経系をター
ゲットとして開発された化学物質である．昆虫に対し
ては，神経伝達物質アセチルコリンの受容体であるニ
コチン様アセチルコリン受容体（nAChR）に強いア
ゴニスト作用をもち，アセチルコリンがなくてもアセ
チルコリン受容体に結合することによって神経伝達を
阻害して，神経興奮，方向感覚の喪失，神経麻痺を引
き起こす 2）．その結果，昆虫を死に至らしめる．哺乳
動物に対しては，ネオニコチノイド系農薬は腸粘膜，
脳血液関門および胎盤を通過し，大量投与により他の
部位にも作用し，中枢神経系，自律神経系，神経筋接
合部に関連する広範な症状を引き起こす 4）．特に，脳
に蓄積する傾向があるため脳への影響，とりわけ胎
児・小児などの発達段階においては脳への影響が懸念
される 5）．ネオニコチノイド系農薬のうちアセタミプ
リド，イミダクロプリド，チアクロプリドについて
は，毒物・劇物取締法の「劇物」に指定されており，
急性毒性が強いといえる．

6.2　生態系への影響
近年，ヨーロッパおよびアメリカなど世界各地にお
いて，ネオニコチノイド系殺虫の散布によるミツバチ

表 8　米中に含まれるネオニコチノイド系農薬の含有濃度結果 25）

品種 産地 アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン チアクロプリド チアメトキサム ジノテフラン ニテンピラム
ななつぼし
（精米） 北海道 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01～0.06 ppm ＜0.01 ppm

ななつぼし
（玄米） 北海道 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

あきたこまち
（精米） 秋田県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01～0.11 ppm ＜0.01 ppm

あきたこまち
（玄米） 秋田県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm 0.15 ppm ＜0.01 ppm

こしひかり
（精米） 新潟県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

こしひかり
（玄米） 新潟県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm

ひのひかり
（精米） 熊本県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm 0.01～0.08 ppm ＜0.01 ppm

ひのひかり
（玄米） 熊本県 ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm ＜0.01 ppm 0.11 ppm ＜0.01 ppm

表 9　果物中に含まれるネオニコチノイド系農薬の含有濃度結果 26）

種類 アセタミプリド
平均（最高値）

イミダクロプリド
平均（最高値）

クロチアニジン
平均（最高値）

チアクロプリド
平均（最高値）

チアメトキサム
平均（最高値）

ジノテフラン
平均（最高値）

ニテンピラム
平均（最高値）

いちご 0.14 ppm
（0.6 ppm） ― ― 0.30 ppm

（1 ppm） ― ― ―

もも 0.12 ppm
（0.2 ppm） ― 0.024pm

（0.04 ppm）
0.05 ppm
（0.06 ppm） ― 0.057 ppm

（0.09 ppm） ―

ぶどう 0.053 ppm
（0.14 ppm）

0.054 ppm
（0.1 ppm）

0.008 ppm
（0.008 ppm）

0.03 ppm
（0.03 ppm） ― 0.025 ppm

（0.03 ppm） ―

りんご 0.03 ppm
（0.08 ppm） ― 0.02 ppm

（0.02 ppm）
0.04 ppm
（0.04 ppm） ― 0.025 ppm

（0.05 ppm） ―
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の大量死とそれに伴うミツバチ減少による農作物への
被害が深刻化し，社会問題となってきた．1990年代
にヨーロツパ諸国で始まったこの現象は，アメリカ，
カナダ，中南米，インド，中国，日本などにも広がっ
ており，我が国でも 2003年頃から鹿児島から北海道
まで全国各地でミツバチ被害が発生している．ネオニ
コチノイド系殺虫剤の生態影響が懸念される要因とし
て，この殺虫剤の卓越した殺虫効果に加えて，浸透移
行性および残留性があげられる 3）．すなわち，植物体
に取り込まれた殺虫剤が，花粉や蜜に移行して，それ
をミツバチが巣に持ち帰ることでハチ達に慢性毒性が
発現するリスクと土壌などに残留した殺虫剤が長期的
に毒性を発現するリスクが考えられる 3）．

Yamadaら 28）は我が国で広く使用されているジノ
テフランおよびクロチアニジンの蜂への長期投与実験
を行い，その間の蜂数と蜂児数の変化および農薬摂取
量を追跡し，蜂群が蜂群崩壊症候群の状態を経由して
消滅に至ることを明らかにした．一方，フランスの研
究チームでは，チアメトキサムに低用量曝露した蜂が
帰巣できず，巣外で死亡する率が 2～ 3倍高くなると
の報告がある 29）．イギリスの研究チームでは，イミ
ダクロプリドの低用量曝露により，女王バチが減少す
るとの報告もある 30）．
トンボ類の減少要因として，ネオニコチノイド系農

薬の影響が指摘されている．二橋 31）による富山県の
トンボのアカネ属のアキアカネやナツアカネの個体数
推移に関する報告では，ネオニコチノイド系農薬が使
用され始めた 1990年代から顕著な減少傾向を示した．
2000年頃を境として，アキアカネおよびノシメトン
ボは 5分の 1から 20分の 1程度にまで減少したと考
えられている．富山県ではイミダクロプリドが 1993

年から使用されているが，その出荷量の増加とアキア
カネおよびノシメトンボの減少との間には，よい相関
性を示しているという 32）．
鳥類への影響については，Tokumotoら 33）は，ネオ
ニコチノイド系農薬を微量でも体内に取り込むと抗酸
化酵素の減少を起こし，酸化ストレスに曝され，結果
として雄では精子産生阻害，雌では卵成熟の阻害，産
卵率の低下を招くことを報告している．また，クロチア
ニジンはウズラへの生殖毒性があるとの報告もある 33）．

6.3　人および哺乳類への影響
ヒト脳内では，ニコチン様アセチルコリン受容体

（nAChR）は記憶，学習，認知などの高次機能に関与
することが明らかとなっている 5）．また，ヒトの脳発
達では，nAChRが妊娠初期から高発現し，細胞増殖，
分化，シナプス形成などの脳の発達過程に関わること
が分かってきている 5）．

ネオニコチノイド系農薬はニコチン同様，哺乳類の
nAChRに結合するが，結合阻害実験では，昆虫類の
nAChRへの結合性が哺乳類と比べて数十から数百倍
高いことが明らかとなっている 34）．しかし，ヒトへ
の毒性を考えた場合に重要なのは，ネオニコチノイド
系農薬が哺乳類の nAChRに低親和性であっても結合
し作用をもつことであり，生体内では高い反応性を示
す可能性があると考えられている 5）．
イミダクロプリド急性経口投与実験では，中枢神経

系症状として運動機能の低下，運動失調，痙攣，循環
器系症状として心拍数増加並びに減少，血圧低下，呼
吸症状として呼吸数の増加ののち減少，呼吸停止，瞳
孔症状として瞳孔散大，瞳孔反射の抑制，消化器症状
として腸管運動抑制，胃酸分泌抑制，筋症状として筋
弛緩などの症状が観察されたという 35）．
同じくアセタミプリド急性経口投与実験では，中枢

神経症状として自発運動量低下，痙攣などの刺激また
は脱抑制症状，運動失調，循環器症状として血圧低
下，呼吸器症状として呼吸数の増加および異常，消化
器症状として胃腸管内輸送性能低下，筋症状として筋
緊張，筋弛緩，眼症状として瞳孔反射低下，散瞳など
が観察されたという 36）．
ネオニコチノイド系農薬の慢性毒性では，アセタミ

プリドをラットに 800 ppm以上 90日間投与すると，
体重増加抑制，小葉中心性肝細胞肥大，同じくマウス
に 800 ppm以上で肝障害，体重増加抑制，ヘモグロ
ビン減少が観察されたという 5）．

Kimura-Kurodaら 37）は，感受性の高い発達期脳へ
の影響を明らかにする目的で，ラット新生仔の小脳の
培養細胞を用いて，イミダクロプリド，アセタミプリ
ドの影響をニコチンと対比させて調べたところ，この
2種のネオニコチノイド系農薬はニコチン同様に 1 µM

以上で小脳顆粒神経細胞に興奮性反応を起こしたとい
う．このことは，この 2種のネオニコチノイド系農薬
が nAChRを介して興奮性反応を起こすことが明らか
となった．
また動物実験の報告では，母体経由でイミダクロプ

リドを投与された仔ラットは行動と脳組織に異常が
あったという 38）．また，クロチアニジンを母胎経由
で曝露した仔ラットで行動異常が確認されている 39）．
以上のことから，ネオニコチノイド系農薬がニコチ

ンと類似した作用を持っていることは重要視されなけ
ればならない．ニコチンの害は禁煙すれば回避できる
が，ネオニコチノイド系農薬は食品経由で摂取するこ
とになるので，多用されているネオニコチノイド系農
薬を避けることは難しい．ネオニコチノイド系農薬は，
低濃度長期曝露によって脳発達へ影響する可能性が高
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いので，今後も注視していくことが必要である 5）．
ネオニコチノイド系農薬による人的被害が生じた中

毒症例をまとめると次のような結果であった．吸入被
曝による亜急性中毒が疑われた事例を以下に示す．
2004年 5月から 6月にかけて，群馬県では，マツ枯
れ対策として，約 1ヶ月間にわたって，アセタミプリ
ドを地上散布した 40）．その間，前橋市の医院には，
体調不良を訴える患者が 78人受診した．患者の症状
は，中枢神経症状（頭痛，全身倦怠，抑うつ，集中力
低下，睡眠障害，記憶障害，焦燥感，言語障害），骨
格筋症状（肩こり，筋痛，筋攣縮，筋脱力），循環器
症状（胸痛，動悸），体温症状（ 発熱，手足の冷え），
眼症状（調節害，視力低下），消化器症状（腹痛，下
痢，便秘），呼吸器症状（咳，痰），分泌症状（発汗，
口渇）等ネオニコチノイド系農薬による健康影響と同
様な症状がみられたという 41）．
経口被曝による亜急性中毒が疑われた事例を以下に

示す．2006年 8月から，全身倦怠，頭痛，手のふる
え，記憶障害などを訴える患者が，2007年 3月まで
にのべ 1 111人受診し，そのうち 549人は果物，野菜，
茶飲料の連続または大量摂取後に発症していた．果
物，茶飲料の摂取禁止と治療により約 1ヶ月で症状が
改善されたという 42）．
以上のネオニコチノイド系農薬による中毒症例か

ら，農薬散布に伴う被害や農薬含有食品の摂取による
発症が主な原因と考えられるので，ネオニコチノイド
系農薬に関する情報（農薬の散布時期，場所，期間ま
たは農薬による食品汚染状況など）の開示および提供
やその周知徹底が必要ではないかと思われる．

7.　問題点と課題

ネオニコチノイド系農薬による環境および食品汚染
問題並びに健康影響の改善のためには，次のような課
題および提言があげられる．

1）開放系で使用される農薬は，他の化学物質より
使用後のリスク制御が難しいので，分解性が高く，広
範囲に拡散しにくく，毒性の低い農薬に切り替えるこ
とや少量でも効果を発揮するリスクが小さい農薬の開
発と普及が不可欠である．

2）イミダクロプリドの分解代謝物質の一つである
デニストロイミダクロプリドは，ヒト等の脊椎動物の
体内においては，昆虫と比べて毒性が数百倍も強くな
ることが明らかとなっている 2）．したがって，農薬本
体および分解代謝物質を含めた総合的な農薬汚染を評
価でき，高感度分析可能な試験方法と安全性（毒性）
評価方法を開発し，モニタリングしていくことが必要
である．

3）ネオニコチノイド系農薬を他の殺菌剤などと混
ぜて使用すると毒性が高まるとの報告がある 2）．例え
ば，ネオニコチノイド系農薬と殺菌剤トリフミゾール
とを合わせて使用すると，ミツバチへの毒性が約 

1 000倍も増加することが明らかとなっている 2）．ト
リフミゾールは我が国でも野菜などの栽培に多用され
ており，ネオニコチノイド系農薬とこの殺菌剤を混合
使用して育てられた農産物を食する可能性があるため
に，ヒトへの毒性の相乗効果が危惧されている．した
がって，農薬の複合摂取による影響評価が必要である．

4）ネオニコチノイド系農薬は，低濃度長期曝露に
よって脳発達へ影響する可能性が高いことが明らかと
なっている 5）．そのために，従来の毒性試験では検出
されにくい遺伝子発現の撹乱作用や発達期の脳への神
経毒性が危惧されている．農薬の安全基準である ADI

は現行の農薬毒性試験から算出されるが，脳機能や脳
発達への悪影響などは確かめられておらず，現在の算
出法では安全とはいえない．我が国では ADIを超える
可能性のある残留基準値は早急に変更すべきである．

5）近年では，農薬管理の基礎となる考えは予防原
則であり，特に欧米を中心に多数意見となりつつあ
る．この予防原則とは，「環境に重大あるいは回復不
能な影響を及ぼす脅威が考えられる場合は，科学的に
因果関係が十分証明されない状況でも規制措置を可能
にする」という考えである 43）．子どもの将来に繋が
る重要課題として，特に農薬についてもこの予防原則
を適用し，ヒトの神経系を撹乱する殺虫剤については
その使用を極力抑え，危険性の高いものは使用禁止す
るなどの方策が必要と考えられる．

8.　お わ り に

ネオニコチノイド系農薬は，近年世界各国で使用さ
れてきた殺虫剤であり，その結果，昆虫などの生態系
に影響を与えていることが明らかとなっている．この
ことから，EU諸国ではその使用を禁止する措置を講
ずるなどの対策に取り組んでいるところである．しか
し，我が国では，ネオニコチノイド系農薬の残留基準
値を高く設定したり，使用禁止などの措置を講じない
まま現在に至っている．今後は，ヒトおよび生態系へ
の影響を十分に考慮した農薬の管理体制を構築してい
かなければならない．本報がその一助となれば幸いで
ある．
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